保健管理センター受診状況からみた傷病別罹患状況調査要項

　令和８年度（令和８年4月1日から令和9年3月31日）の１年間に、診療、健康相談、精神衛生相談、保健指導、医療機関への紹介などをもとめて、個人的に保健管理センターを訪れた学生および大学院生についての調査です。各傷病の分類については、基本的に、疾病、傷病及び死因分類（国際疾病分類）の平成28年1月から適用されている「ICD−10（２０１３年版準拠）の大分類項目を用います。詳細は以下を参照してください。
1) ICDのABC　令和７年度版　厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/dl/icdabc_r07.pdf 
学生（4年制学部、6年制学部）および大学院生について、入学年度別・男女別の一覧表を同封いたします。この要項および表のファイル（Microsoft Excel）は名古屋大学保健管理室のウェブサイト（http://www.htc.nagoya-u.ac.jp/hokenkanri/hakusho/）からダウンロードできます。

以下の条件で記入をお願いいたします。
1) 同一疾患、例えば慢性腎炎で受診したものは、年間何回受診しても一回に数える。
2) いわゆる“かぜ”で5月、10月、2月と3回罹患し、受診した場合は3名と数える。1回の疾患で2～3日連続して来所した場合は1名と数える。
3) “かぜ”で来所した学生が、翌日“ねんざ”で来所したという場合には、各傷病1名と数える。
4) “じんましん”と“下痢”を訴えて受診したような場合は、因果関係が推定できるときには1名とし、別々の疾患と考えられるときには各々1名とする。
5) 定期検診の事後処置で、例えば蛋白尿陽性、高血圧、不整脈、胸部X線検査異常があり、再検査あるいは精査により、異常がないあるいは診断がつかなければ「20」へ、腎炎や高血圧などと診断されれば該当項目へ計上する。

大分類
1. 感染症および寄生虫症

2． 新生物

3． 血液および造血器の疾患並びに免疫機構の障害

4． 内分泌、栄養及び代謝疾患

5． 精神及び行動の障害

6． 神経系の疾患

7． 眼及び付属器の疾患

8． 耳及び乳様突起の疾患

9． 循環器系の疾患

10． 呼吸器系の疾患
11． 消化器系の疾患
12． 皮膚及び皮下組織の疾患
13． 筋骨格系及び結合組織の疾患
14． 尿路性器系の疾患
15． 妊娠、分娩及び産褥
16． 周産期に発生した病態
17． 先天奇形、変形及び染色体異常
18． 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
19． 損傷、中毒及びその他の外因の影響
20． 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用
